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建設副産物ワーキンググループ 製作

■契約の形式と特徴

■基本契約書によく定められている⽂⾔の例
（住団連の契約書ひな形より）

特徴契約の形式

契約書の締結だけで契約が成⽴個別契約

契約書の締結と、個別の書面（指示書等）をもって契約が
成⽴基本契約

委託契約書にはどんなタイプがあるの︖

委託契約書にはどんなタイプがあるの︖

基本契約は「共通する条件を定めておく」契約なので、図の（個別契約の成⽴）にある通り、各現場ごと
の情報などについては別紙を活用します。また、契約期間には⾃動更新の定めを記載することが多く、この
定めにより契約期限が切れる⼼配が無くなります。⼀⽅で、⾃動更新があると、解約しない限り永久的に契
約書が有効となり、取引の有無に関わらず契約書を保管し続けなければいけません。そうなると管理リスク
が高くなります。

個別契約の場合は、⼯事期間などに合わせて契約期間が設定されることが多いですが、⼯事の進捗が遅れ
るなどにより契約期間が切れた場合、それに気づかずに処理委託をすると委託基準違反となってしまいます。

契約書は委託内容と契約の形式により、
⼤きく分類できます。

基本契約は解約手続きを忘れない︕個別契約は期限切れに注意︕
Point!

◇ 基本契約と個別契約で注意すべきこと
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現場ごとに結ぶ処理委託契
約を個別契約、複数の現場か
ら排出される廃棄物について、
処理業者に継続的に委託する
契約を基本契約と⾔います。

⼾建住宅建設の場合、基本
契約の形で結ぶことが多いと
いえますが、必要な記載事項
が網羅されていれば、どちら
でも構いません。

◇ 基本契約と個別契約

処理委託契約書の締結
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